
- 1 -

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文

◎
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
八
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
特
別
保
護
地
区
へ
の
準
用
）

（
特
別
保
護
地
区
へ
の
準
用
）

第
三
十
四
条

第
十
一
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第

第
三
十
四
条

第
十
一
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第

三
十
二
条
の
規
定
は
、
特
別
保
護
地
区
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

三
十
二
条
の
規
定
は
、
特
別
保
護
地
区
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
十
一
条
第
二
項
中
「
捕
獲
等
の
禁
止
等
を
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
特

い
て
、
第
十
一
条
第
二
項
中
「
捕
獲
等
の
禁
止
等
を
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
特

別
保
護
地
区
の
」
と
、
同
項
並
び
に
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
届

別
保
護
地
区
の
」
と
、
同
項
並
び
に
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
届

出
書
」
と
あ
る
の
は
「
届
出
書
又
は
協
議
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

出
書
」
と
あ
る
の
は
「
協
議
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


